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利
用

ニ
ー

ズ
の

拡
大

１
．
現
状

3

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
推

進
に

向
け

て

○
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

は
、

「
通

所
」

を
中

心
に

「
訪

問
」

や
「

泊
ま

り
」

を

組
み

合
わ

せ
て

、
本

人
の

心
身

の
状

況
や

希
望

に
応

じ
、

臨
機

応
変

な
ケ

ア
が

可
能

で

あ
る

。
介

護
保

険
制

度
に

お
い

て
在

宅
生

活
を

支
え

る
中

核
的

な
サ

ー
ビ

ス
形

態
の

一
つ

で
あ

り
、

平
成

1
8

年
の

サ
ー

ビ
ス

創
設

以
来

、
利

用
ニ

ー
ズ

は
拡

大
し

て
い

る
。

○
要

介
護

者
数

が
ピ

ー
ク

を
迎

え
る

2
0

4
0

年
に

向
け

、
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
を

推
進

す
る

た
め

に
、

更
に

拡
大

し
て

い
く

べ
き

サ
ー

ビ
ス

で
あ

る
。

鳥
取
県
内
の
事
業
所
数

鳥
取
県
内
の
受
給
者
数

3



２
－
１
．
支
障
事
例

（登
録
定
員
）

4

○
登

録
定

員
の

上
限

(2
9

名
)が

あ
る

た
め

に
事

業
規

模
が

小
さ

く
な

ら
ざ

る
を

得
ず

、
特

に
要

介
護

度
の

低
い

利
用

者
を

抱
え

る
事

業
所

は
厳

し
い

経
営

状
況

に
あ

る
。

厳
し

い
経

営
状

況

Ø
事

業
者

か
ら

は
、

要
介

護
度

別
に

設
定

さ
れ

て
い

る
介

護
報

酬
に

つ
い

て
、

「
特

に
軽

度
者

の
単

位
数

は
低

い
が

、
介

護
報

酬
が

公
定

価
格

で
あ

る
た

め
、

サ
ー

ビ
ス

の
付

加
価

値
に

応
じ

た
価

格

設
定

は
で

き
な

い
。

し
か

も
、

事
業

規
模

を
拡

大
し

て
、

経
営

状
況

の
改

善
を

図
ろ

う
に

も
、

登

録
定

員
の

上
限

が
あ

る
た

め
に

そ
れ

も
不

可
能

だ
」

と
い

う
声

が
あ

る
。

※
「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

役
割

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

報
告

書
（

平
成

3
1

年
3

月
、

全
国

小
規

模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
連

絡
会

）
」

に
よ

れ
ば

、
2

0
1

8
年

の
収

支
で

は
3

分
の

1
以

上
の

事
業

所
が

赤
字

と
回

答
し

て
い

る
。

2
0

1
8

年
収

支
黒

字
2

3
.2

%
ほ

ぼ
均

衡
3

2
.6

%
赤

字
3

4
.4

%
不

明
9

.8
%

Ø
経

営
状

況
は

施
設

整
備

に
も

影
響

を
与

え
つ

つ
あ

り
、

令
和

元
年

度
に

は
、

あ
る

市
に

お
い

て
整

備
事

業
者

（
１

事
業

者
）

を
公

募
し

た
が

、
応

募
者

が
な

く
、

予
算

不
執

行
と

な
っ

た
。

4



２
－
１
．
支
障
事
例
詳
細

（登
録
定
員
）

5

介
護

度
別

の
介

護
報

酬
（

参
考

）

利
用

登
録

者
の

要
介

護
度

（
単
位
：
人
）

要
支
援
1
要
支
援
2
要
介
護
1
要
介
護
2
要
介
護
3
要
介
護
4
要
介
護
5

計
要
支
援
1～

要
介
護
2

平
成
2
6
年
度

5
4
9

8
4
9

2
,
4
5
7

2
,
6
2
1

2
,
3
2
8

1
,
5
7
8

9
6
4

1
1
,
3
4
6

6
,
4
7
6

（
構
成
比
）

4
.
8
%

7
.
5
%

2
1
.
7
%

2
3
.
1
%

2
0
.
5
%

1
3
.
9
%

8
.
5
%

－
5
7
.
1
%

平
成
2
9
年
度

5
2
0

8
6
0

3
,
0
5
6

3
,
5
4
3

2
,
7
7
1

1
,
6
9
0

9
2
0

1
3
,
3
6
0

7
,
9
7
9

（
構
成
比
）

3
.
9
%

6
.
4
%

2
2
.
9
%

2
6
.
5
%

2
0
.
7
%

1
2
.
6
%

6
.
9
%

－
5
9
.
7
%

（
出
典
）
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
年
報

鳥
取
県
内
の
受
給
者
数
よ
り

（
単
位
：
介
護
報
酬
単
位
数
）

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
（
月
）

地
域
密
着
型
通
所
介
護

（
回
）

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

（
回
）

要
支
援
1

3
,
4
1
8

7
5
7

要
支
援
2

6
,
9
0
8

8
4
6

要
介
護
1

1
0
,
3
6
4

6
6
6

8
7
5

要
介
護
2

1
5
,
2
3
2

7
8
6

9
6
9

要
介
護
3

2
2
,
1
5
7

9
0
8

1
,
0
6
1

要
介
護
4

2
4
,
4
5
4

1
,
0
2
9

1
,
1
5
6

要
介
護
5

2
6
,
9
6
4

1
,
1
5
0

1
,
2
5
0

（
参
考
）
要
介
護
5
/要
介
護
1

2
.
6

1
.
7

1
.
4

（
参
考
）
要
介
護
5
/要
支
援
1

7
.
9

1
.
7

※
1
小
規
模
多
機
能
は
、
同
一
建
物
に
居
住
す
る
者
以
外
の
者
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
す
る
場
合

※
2
地
域
密
着
型
通
所
介
護
は
、
所
要
時
間
6時
間
以
上
7時
間
未
満
の
場
合

※
3
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
は
、
単
独
型
で
所
要
時
間
6時
間
以
上
7時
間
未
満
の
場
合

5



○
施

設
の

規
模

、
職

員
数

等
に

よ
っ

て
は

、
通

い
と

泊
ま

り
の

1
日

当
た

り
の

利
用

定
員

を
超

え
て

も
適

切
に

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
で

き
る

事
業

所
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
当

該
定

員
の

上
限

が
設

け
ら

れ
て

い
る

た
め

に
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
ら

れ
な

い
ケ

ー
ス

も
生

じ
て

い
る

。

２
－
２
．
支
障
事
例

（利
用
定
員
）

6

利
用

者
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

Ø
利

用
定

員
の

上
限

が
あ

る
た

め
に

、
利

用
者

の
希

望
に

応
え

ら
れ

ず
、

そ
の

日
の

利
用

を

お
断

り
し

た
例

も
あ

る
。

Ø
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
通

い
）

に
係

る
介

護
職

員
の

配
置

基
準

は
、

他
の

類
似

サ
ー

ビ
ス

と
比

べ
て

も
か

な
り

手
厚

く
、

仮
に

利
用

定
員

を
超

え
た

と
し

て
も

直
ち

に

サ
ー

ビ
ス

の
質

に
影

響
す

る
も

の
で

は
な

い
と

考
え

る
。

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
（

通
い

）
利

用
者

1
8

人
⇒

 介
護

職
員

6
.0

人
の

配
置

地
域

密
着

型
通

所
介

護
利

用
者

1
8

人
⇒

 介
護

職
員

1
.6

人
の

配
置

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

（
単

独
型

）
利

用
者

1
2

人
⇒

 介
護

職
員

2
.0

人
の

配
置

6



定
員

基
準

の
参

酌
基

準
化

３
．
提
案
内
容

7

○
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

省
令

に
よ

り
、

登
録

定
員

と
1

日
当

た
り

の
利

用
定

員
に

上
限

が
設

け
ら

れ
て

い
る

が
、

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

普
及

に
向

け
、

登
録

定
員

、
利

用
定

員
を

「
従

う
べ

き
基

準
」

か
ら

「
参

酌
す

べ
き

基
準

」
へ

緩
和

す
る

こ
と

。

7



経
営

状
況

の
改

善

４
．
提
案
実
現
の
効
果

8

利
用

者
の

利
便

性
向

上

○
登

録
定

員
の

上
限

に
つ

い
て

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

設
定

が
可

能
と

な

れ
ば

、
利

用
者

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
、

事
業

規
模

の
拡

大
等

も
可

能
と

な
り

、

経
営

状
況

の
改

善
が

見
込

ま
れ

る
。

○
通

い
と

泊
ま

り
の

１
日

当
た

り
の

利
用

定
員

の
上

限
に

つ
い

て
、

地
域

の

実
情

に
応

じ
た

設
定

が
可

能
と

な
れ

ば
、

よ
り

柔
軟

な
運

用
が

可
能

と
な

り

利
用

者
の

利
便

性
が

向
上

す
る

。

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

普
及

・
拡

大

○
事

業
者

の
参

入
意

欲
を

高
め

る
ひ

と
つ

の
き

っ
か

け
と

な
り

、
地

域
に

お
い

て
、

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

普
及

が
進

む
。

8
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に
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１
．
現
状

２
．
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障
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３
．
提
案
内
容

４
．
提
案
実
現
の
効
果

目
次
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利
用
ニ
ー
ズ
の
拡
大

１
．
現
状

3

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
に
向
け
て

○
訪
問
看
護
は
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
療
養
上
の
世
話
や
必
要
な
診
療
の
補
助
を

行
い
、
で
き
る
だ
け
居
宅
で
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
支
援

し
、
心
身
の
機
能
や
生
活
機
能
の
維
持
回
復
ま
た
は
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
在
宅
生
活
を
支
え
る
上
で
最
も
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
で

あ
り
、
介
護
保
険
制
度
創
設
以
来
、
利
用
ニ
ー
ズ
は
拡
大
し
て
い
る
。

○
要
介
護
者
数
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
2
0
4
0
年
に
向
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を

推
進
す
る
た
め
に
、
更
に
拡
大
し
て
い
く
べ
き
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

0

10
,0

00

20
,0

00

30
,0

00

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

受
給
者
数

2
6
,2
7
2

1
4
,6
9
8

31

69

020406080

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

H
31

R2

事
業
所
数

〔
鳥
取
県
内
の
事
業
所
数
及
び
受
給
者
数
の
状
況
〕
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２
－
１
．
支
障
事
例

（経
営
的
不
安
）

4

○
小
規
模
な
事
業
所
は
も
と
よ
り
看
護
師
数
が
少
な
く
、
休
職
・
離
職
し
た
場

合
に
、
代
替
の
職
員
が
確
保
で
き
る
ま
で
の
間
、
一
時
的
に
２
．
５
人
の
員

数
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
る
た
め
、
常
に
、
事
業
の
休
止
又
は
廃
止
の
リ
ス

ク
を
伴
う
不
安
定
な
状
況
に
あ
る
。

小
規
模
事
業
所
等
の
状
況


訪
問
看
護
師
等
の
平
均
年
齢
は
、
看
護
職
全
体
よ
り
高
い
傾
向
に
あ
る
。

※
4
0
歳
以
上
７
７
．
４
％
（
看
護
職
全
体
６
０
．
５
％
）
、
5
0
歳
以
上
４
６
．
３
％
（
同
３
６
．
１
％
）


休
止
４
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
等
の
離
職
等
に
よ
り
、
員
数
が
確
保
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
が
、
事
業
休
止
の
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

12



２
－
２
．
支
障
事
例
詳
細

（経
営
的
不
安
）

5

事
業
休
止
に
至
っ
た
実
例

○
現
在
休
止
し
て
い
る
４
事
業
所
は
、
看
護
職
員
の
退
職
等
に
よ
り
基
準
人
数

２
．
５
人
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
や
、
看
護
職
員
の
人
件
費
に
見
合
う
収
入

を
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
休
止
の
理
由
。

○
休
止
に
は
至
っ
て
な
い
が
、
常
勤
換
算
後
看
護
職
員
数
２
．
５
人
で
運
営
し

て
い
る
事
業
所
が
６
事
業
所
（
３
人
未
満
の
事
業
所
は
１
６
事
業
所
）
あ

り
、
急
遽
、
退
職
者
が
出
る
と
休
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
業
所
が
潜
在
的
に

あ
る
。
（
鳥
取
県
の
事
業
所
は
全
部
で
6
9
）
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○
本
県
は
、
林
野
面
積
が
７
割
超
か
つ
県
土
面
積
の
大
半
が
過
疎
指
定
地
域

で
あ
り
、
特
に
中
山
間
地
域
で
は
、
人
口
が
少
な
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
確

保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

○
事
業
所
の
数
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
が
、
１
事
業
所
当
た
り
の
看
護
職
員
数

と
し
て
、
常
勤
換
算
２
．
５
人
の
最
低
基
準
が
あ
る
た
め
、
参
入
事
業
所
数

が
少
な
く
、
住
民
に
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
渡
ら
な
い
。

２
－
３
．
支
障
事
例

（
地
理
的
条
件
な
ど
）

6

地
理
的
条
件
に
よ
る
影
響


県
内
の
事
業
所
の
う
ち
、
中
山
間
地
域
に
位
置
す
る
事
業
所
は
全
体
の
約
３
割
を
占
め
る
。

・
県
内
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
（
R
２
．
４
．
１
現
在
）

６
９
事
業
所
（
う
ち
、
休
止
４
事
業
所
）

う
ち
中
山
間
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
数
：
１
９
事
業
所
（
2
7
.5
％
）


当
該
地
域
で
は
、
移
動
に
時
間
が
か
か
る
が
、
移
動
の
間
の
報
酬
も
見
込
め
な
い
た
め
、
経
営

面
で
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

14



２
－
４
．
支
障
事
例
詳
細
（
地
理
的
条
件
な
ど
）

7

住
民
に
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
渡
ら
な
い
実
例

○
多
く
の
事
業
所
は
、
市
部
に
存
在
し
て
お
り
、
中
山
間
地
域
に
居
住
す
る
利

用
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、
車
で
も
片
道
３
０
分
～
１
時
間
程
度

の
移
動
時
間
が
必
要
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
難
し
い
状
況
が
あ
る
。

東
部
地
区
：
鳥
取
市
～
若
桜
町
は
約
3
0
K
m
、
西
部
地
区
：
米
子
市
～
日
南
町
は
約
4
0
K
m

○
今
後
、
中
山
間
地
域
に
事
業
所
を
開
設
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も

中
山
間
地
域
は
利
用
者
が
少
な
く
点
在
す
る
こ
と
か
ら
、
看
護
職
員
数

２
．
５
人
の
基
準
を
厳
守
す
る
と
経
営
を
圧
迫
す
る
と
い
う
構
造
的
な
問
題

が
あ
る
。

○
な
お
、
サ
テ
ラ
イ
ト
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
可
能
で
あ
る
が
、
結
局
、
本

体
事
業
所
で
看
護
職
員
数
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス

提
供
を
行
え
な
い
中
山
間
地
域
へ
の
積
極
的
な
参
入
が
見
込
ま
れ
な
い
。

15



看
護
師
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
の
参
酌
基
準
化

３
．
提
案
内
容

8

○
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
に
よ
り
、

各
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
看
護
師
等
の
常
勤
換
算
の
員
数
を
「
2
.5
人

以
上
」
と
定
め
て
い
る
が
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
参
入
促
進
や
看
護

師
等
の
休
職
・
離
職
に
よ
る
事
業
所
の
休
止
・
廃
止
の
抑
制
を
図
る
た

め
、
「
従
う
べ
き
基
準
」
か
ら
「
参
酌
す
べ
き
基
準
」
へ
緩
和
す
る
こ
と
。

16



事
業
所
に
お
け
る
休
止
・
廃
止
の
抑
制

４
．
提
案
実
現
の
効
果

9

参
入
促
進
と
利
便
性
向
上

○
小
規
模
な
事
業
所
等
に
お
い
て
、
一
時
的
に
員
数
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
も

事
業
継
続
が
可
能
と
な
る
た
め
、
事
業
の
休
止
・
廃
止
が
抑
制
さ
れ
る
。

○
看
護
師
等
の
員
数
を
、
地
域
の
実
情
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
定
め
る

こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
、
よ
り
柔
軟
な
運
用
が
可
能
と
な
り
、
事
業
者
の
参
入

促
進
と
利
用
者
の
利
便
性
が
向
上
す
る
。

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
・
拡
大

○
地
域
に
お
い
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
が
進
む
。

17



提
案
実
現
後
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
に
つ
い
て

４
－
１
．
提
案
実
現
の
効
果
（
補
足
）

1
0

訪
問
看
護
師
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
に
つ
い
て
、
次
の
取
り
組
み
を
実
施
。

○
鳥
取
県
訪
問
看
護
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
（
Ｒ
2
予
算
：
1
3
,0
3
0
千
円
）

・
人
材
育
成
業
務
（
訪
問
看
護
職
員
養
成
研
修
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
）

※
R
1
実
績
：
養
成
研
修
2
9
人
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
1
3
5
人

・
経
営
支
援
業
務
（
事
業
所
か
ら
の
相
談
対
応
、
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
）

※
R
1
実
績
：
訪
問
支
援
6
回
、
電
話
相
談
1
9
8
件

○
訪
問
看
護
師
確
保
支
援
事
業
（
Ｒ
2
予
算
：
4
3
,9
3
5
千
円
）

・
訪
問
看
護
師
養
成
研
修
参
加
支
援
事
業

（
訪
問
看
護
職
員
養
成
講
習
会
に
看
護
職
員
を
参
加
さ
せ
る
施
設
に
対
す
る
受
講
者
の
人
件
費
を
助
成
）

※
R
1
実
績
：
1
4
人
に
助
成

・
新
人
訪
問
看
護
師
同
行
訪
問
支
援
事
業

（
新
人
訪
問
看
護
師
を
新
た
に
雇
用
し
、
新
人
訪
問
看
護
師
に
同
行
す
る
（
先
輩
）
看
護
師
の
人
件
費
を
助
成
）

※
R
1
実
績
：
新
た
に
2
1
人
を
雇
用
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Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
活
用
に
よ
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
に
関
す
る
基
準
の
緩
和

令
和
２
年
７
月

14
日

福
祉
部
高
齢
者
い
き
い
き
課

1

八
王
子
市

19

重点番号13：ICT等の活用による介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の人員に関する基準の緩和（八王子市）



2

介
護
を
取
り
巻
く
現
状

介
護
需
要

働
き
手

・
働
き
手
不
足

・
人
材
確
保
の
難
し
さ

・
利
用
者
の
重
度
化

・
利
益
率
の
低
下

等

20



3

支
障
事
例
①

働
き
手
不
足
・
人
材
確
保
の
難
し
さ

・
新
卒
職
員
を
募
集
し
た
事
業
所
の
確
保
状
況

「
確
保
で
き
る
」
→

11
％

「
確
保
で
き
て
い
な
い
」
→

89
％

・
現
在
職
員
数
の
過
不
足
は
あ
る
か
？

介
護
老
人
福
祉
施
設
の

81
％

介
護
老
人
保
健
施
設
の

10
0％

不
足

や
や
不
足

と
回
答

～
本
市
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
～

→
人
材
確
保
が
難
し
い
中
で
、
介
護
職
員
の
紹
介
料
の
相
場
が
約

50
万
円
と
高
額
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
３
ヵ
月
以
内
離
職
率
が
約

30
％
と
な
っ
て
お
り
、
事
業
者
に
と
っ
て
大
き

な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
（
厚
生
労
働
省
：
医
療
・
介
護
分
野
に
お
け
る
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）

→
外
国
人
の
採
用
に
は
、
住
ま
い
の
確
保
、
日
本
語
研
修
費
用
に
加
え
、
生
活
習
慣
や
文
化

の
違
い
等
に
伴
う
、
数
値
化
さ
れ
な
い
労
力
が
か
か
っ
て
い
る
。

派
遣
職
員
・
外
国
人
人
材
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
る
が

…

21



4

要
介
護

1
要
介
護

2
要
介
護

3
要
介
護

4
要
介
護

5
要
介
護
３
～
５

の
占
め
る
割
合

(%
)

Ｈ
27

65
24

0
52

8
78

5
78

4
87

.3

Ｈ
28

59
18

1
52

8
82

3
79

4
89

.9

Ｈ
29

46
16

3
57

9
86

9
81

4
91

.5

Ｈ
30

46
16

4
57

4
88

8
82

2
91

.6

Ｒ
元
年

41
14

7
59

3
92

0
79

8
92

.5

～
本
市
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
要
介
護
度
の
推
移
～

単
位
：
人

支
障
事
例
②
利
用
者
の
重
度
化

→
重
度
化
の
進
展
に
よ
る
介
護
職
員
の
負
担
増

５
％
増

22



5

～
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
収
支
状
況

(H
29
年
度
介
護
事
業
経
営
実
態
調
査
結
果

)～

収
支
差
率

(％
)

給
与
費
比
率

(％
)

H
27
決
算

3.
0

62
.6

H
28
決
算

2.
5

63
.8

H
29
決
算

1.
6

64
.6

→
収
支
差
率
は
減
少
傾
向
（
半
減
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
給
与

費
比
率
は
増
加
傾
向
。

→
人
材
確
保
に
要
す
る
紹
介
料
が
加
わ
り
厳
し
い
経
営
実
態

支
障
事
例
③
利
益
率
の
低
下

23



6

Ø
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
よ
る
業
務
効
率
化

（
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
）

Ø
人
材
の
定
着
（
人
材
不
足
の
解
消
）

Ø
サ
ー
ビ
ス
品
質
の
向
上

介
護
需
要

働
き
手

働
き
手

Ｉ
Ｃ
Ｔ

目
標

サ
ー
ビ
ス

品
質
の
向
上

24



課
題

7

Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
後
に
よ
る
効
率
化
や
業
務
改
善
が
人
員
基
準
に

反
映
さ
れ
な
い

IC
Tを
導
入
し
、
生
産
性
を
向
上
さ
せ
て
も

…

・
人
員
基
準
が
変
わ
ら
ず
、
生
産
性
の
向
上
が
人
材
不
足
解
決
に
繋
が
ら
な
い

・
コ
ス
ト
を
か
け
て

IC
Tを
導
入
し
て
も
経
営
的
に
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い

⇒
IC

T導
入
（
生
産
性
向
上
）
意
欲
が
喚
起
さ
れ
な
い

介
護
現
場
の
更
な
る
改
善
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る

25



8

提
案
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
に
よ
る
人
員
基
準
の
緩
和
例

＜
導
入
機
器
＞
見
守
り
セ
ン
サ
ー
＋
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

＜
得
ら
れ
る
効
果
＞
職
員
の
負
担
軽
減

等
＜
人
員
基
準
の
緩
和
＞

3：
1
→

3.
3：

1
＜
施
設
定
員
＞

30
名
の
場
合

人
員
基
準

入
所
者
数

職
員
数

現
基
準

3対
1

30
10

基
準
緩
和

3.
3対

1
30

9

→
職
員
１
名
の
基
準
緩
和
が
可
能

26



Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
後
の
人
員
基
準
緩
和
で
期
待
で
き
る
効
果

9

・
人
件
費
縮
減
分
を
活
用
し
た
職
員
処
遇
改
善
及
び
施
設
整
備

・
各
施
設
に
お
け
る
介
護
人
材
確
保
の
負
担
軽
減

・
介
護
者
個
人
に
頼
ら
な
い
継
続
的
な
介
護
情
報
の
蓄
積

・
業
務
の
更
な
る
効
率
化
へ
の
希
求
の
高
ま
り

等

27



Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
業
務
の
効
率
化
に
よ
る
効
果

10

介
護
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
生
産
性
向
上
、
ひ
い
て
は
介
護
職
員
の
社
会
的
・
経
済
的

評
価
の
高
ま
り
と
い
う
好
循
環
を
生
み
出
し
、
処
遇
改
善
に
も
つ
な
が
る
。

【
こ
れ
ま
で
の
介
護
現
場
】

・
夜
間
の
安
否
確
認
は
職
員
の
定
期
的

な
巡
回
訪
問
で
対
応

・
利
用
者
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
睡
眠

の
質
の
低
下
、
認
知
症
の
行
動
・

心
理
症
状

(B
PS

D
)の
悪
化

【
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
】

・
見
守
り
セ
ン
サ
ー
、
生
体
セ
ン

サ
ー
に
よ
る
遠
隔
で
の
安
否
確
認

・
記
録
作
成
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

・
・
・
な
ど

【
効

果
】

・
職
員
残
業
減
少

・
夜
勤
職
員
数
削
減

・
利
用
者
の
睡
眠
の
質
向
上

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上

28



11

Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
介
護
施
設

具
体
的
事
例

K社
IC

T機
器
導
入
事
例

(特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

)

職
員
数

退
職
率

退
職
数

紹
介
費

教
育
費

人
材
確
保
に
要

す
る
経
費

30
人

17
％

5人
40

0万
円

33
0万
円

73
0万
円

12
％

51
0万
円

導
入
前

導
入
後

30
％
削
減

→
人
材
の
定
着
（
離
職
防
止
）
＋
経
営
状
況
の
改
善

29



12

介
護
サ
ー
ビ
ス
「
質
」
の
確
保

＜
課
題
＞
人
員
基
準
緩
和
後
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
「
質
」
が
確
保
で
き
る
か

＜
解
決
案
＞

基
準
緩
和
希
望
の

事
業
者

計
画
書
の
提
出

「
質
」
確
保
で
き
る
と

認
め
ら
れ
た
事
業
者
の
み
緩
和

①
緩
和
で
き
る
か
判
断

②
緩
和
後
も
「
質
」
を
確
保
し
続
け
る
た
め
に

毎
年
度
末
に

成
果
報
告
書
の
提
出

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
に
よ
る
利
用
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
変
化

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
に
よ
る
効
果
・
課
題

等
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令
和
２
年
7
⽉
1
4
⽇

兵
庫
県
・
佐
⽤
町
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重点番号16：乳がんの集団検診（マンモグラフィ）における医師の立会いを不要とする見直し（ 兵庫県、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、堺市、西脇市、川西市、三田市、たつの市、神河町、佐用町、新温泉町、和歌山県、鳥取県）



（
例
）

市
町
村
が
が
ん
検
診
を
行
う
理
由
を
記
載
す
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
下
記
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
）

○
市
町
村
は
健
康
増
進
法
第

19
条
の
２
に
基
づ
く
健
康
増
進
事
業
と
し
て
、
が
ん

検
診

を
実

施
し
て
い
る
。
第

３
期

が
ん
対

策
推

進
基

本
計

画
（
平

成
30

年
３
月
９
日

閣
議
決
定
）
で
は
、
が
ん
検
診
受
診
率
の
目
標
値
を

50
％
と
定
め
て
い
る
。

○
が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
、
「
が
ん
予
防
重
点
健
康
教
育
及
び
が
ん
検
診
実
施
の

た
め
の

指
針

（
健

発
第

03
31

05
8号

平
成

20
年
３
月

31
日
厚
生
労
働
省
健
康
局

長
通
知
別
添
）
（
平
成

28
年
２
月
４
日
一
部
改
正
）
」
で
は
、
肺
が
ん
検
診
や
乳
が
ん

検
診
等
の
６
種

類
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

市
町

村
が

ん
検

診

市
町

村
は

、
健

康
増

進
法

第
19

条
の

２
に

基
づ

く
健

康
増

進
事

業
と

し
て

が
ん

検
診

を
実

施

「
が

ん
予

防
重

点
健

康
教

育
及

び
が

ん
検

診
実

施
の

た
め

の
指

針
」

に
よ

り
、

が
ん

検
診

の
種

類
は

、
①

胃
が

ん
検

診
②

⼦
宮

頸
が

ん
検

診
③

肺
が

ん
検

診
④
乳
が
ん
検
診

⑤
⼤

腸
が

ん
検

診
⑥

総
合

が
ん

検
診

の
６

種
類

が
定

め
ら

れ
て

い
る

１
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